
隠岐の島町景観計画策定支援業務 仕様書 

 

１ 業務目的  

本業務は、地域の景観を良好なものとするために、景観に関する現状及び町民の意向等を

踏まえつつ、景観に関する基本的な方向性・考え方を取りまとめ、景観法に基づく景観計画

の策定を支援することを目的とする。 

 

２ 業務範囲  

 本業務の対象範囲は隠岐の島町全域とする。 

 

３ 業務内容  

業務内容は、次のとおりとする。  

（１）基礎調査の実施及び整理  

隠岐の島町景観計画の前提となる基礎情報や当該区域の景観特性・課題等を把握す

るため、次の事項について景観基礎調査を行う。なお、調査対象は隠岐の島町全域と

する。 

① 基礎情報の把握（計画準備） 

本景観計画の前提となる景観に関する基礎情報を把握する。基礎情報として、地 

域の自然条件、土地利用の状況、歴史・文化などの状況を整理する。 

② 上位計画及び規制状況の把握・整理  

上位関連計画における地域の景観の位置づけを把握する。上位関連計画として 

は、総合振興計画などとする。また、景観に関する規制状況の把握・整理を行う。  

③ 町民アンケート調査の作成・集計・分析  

町民（高校生等を含む）に対して、景観計画に関するアンケート調査を実施し、 

その意向を把握するため、アンケート調査の作成・集計及び分析を行う。配布数は 

1,200通と想定する。なお、アンケートの印刷、発送、回収は発注者で実施する。  

④ 景観資源と景観阻害要因の把握  

現地調査や行政への要望の声などから、地域の身近な景観資源と良好な景観を阻

害する景観阻害要因（屋外広告物、農業用施設、大規模建築物・工作物、不法投棄

物など）を把握する。 

⑤ 地域の景観特性と課題の整理 

  基礎情報、上位関連計画及び規制状況、景観資源と景観阻害要因を踏まえて、地 

域の景観特性と課題を整理する。 

（２）景観計画の作成  

① 景観計画区域の検討（重点地区を含む）  



景観基礎調査を受けて、景観計画区域の設定を行う。 

② 景観計画区域における景観形成方針の検討 

景観計画区域において、目指すべき景観目標像や景観保全・形成の方向性、行為

の制限に関する基本的な考え方など、景観形成方針を検討する。  

③ 行為の制限に関する事項の検討（屋外広告物を含む。） 

景観計画区域において、目指すべき景観目標像や景観保全・形成の方向性、行為

の制限に関する基本的な考え方など、景観形成方針を検討する。また、屋外広告物

に関する視点を含むものとする。  

④ 景観形成基準の検討（屋外広告物を含む。） 

類似事例等を参考に、景観形成のための具体的な基準を検討する。また、屋外広

告物に関する視点を含むものとする。なお、景観法と連動する委任条例として運用

されることを視野に入れるものとする。  

⑤ 景観重要建造物、景観重要樹木の指定方針の検討 

景観重要建造物及び景観重要樹木について指定方針を検討する。また、必要に応

じて、指定対象の候補となる建造物及び樹木の抽出を行う。  

⑥ その他、景観計画に関する事項の検討 

景観重要公共施設の整備に関する事項など、景観法で定められる選択事項につい

て必要に応じて検討する。  

  ⑦ 景観重点地区に関する事項の検討 

    本景観計画では、景観重点地区を指定し、景観形成の基本方針や行為の制限につ

いて検討する。 

⑧ 景観形成の推進方策等の検討 

良好な景観づくりの推進に向けて、町民・事業者・行政等の役割や参画・支援の

あり方等について検討する。 

（３）庁内検討委員会・策定協議会の開催支援等  

① 庁内検討委員会・策定協議会の資料、議事録作成 

庁内検討委員会、策定協議会における審議に関して、資料、議事録作成や会議へ

の出席等、委員会・協議会の開催を支援する。（5回程度開催予定） 

② パブリックコメント回答（素案）の作成 

町民意向を反映した景観計画の策定に向けて、パブリックコメント回答（素案）を

作成するなど、パブリックコメントへの支援を行う。  

（４）計画書等の作成 

① 景観計画 計画書の作成 

「隠岐の島町景観計画」の本編をとりまとめ作成する。  

② 届出の手引きの作成 



景観法に基づき「隠岐の島町景観計画」「隠岐の島町景観条例」等を円滑に運用

していくため、住民向けの「届出の手引き」及び届出様式を作成する。 

③ 中間報告書の作成 

以下のＡ～Ｇについて、簡易製本として２部提出する。 

Ａ 計画書（案）  ※協議が進んでいる段階まで  

Ｂ アンケート結果報告書などの参考資料  

Ｃ 策定協議会で使用した協議会資料  

Ｄ 協議会の議事録  

Ｅ 打合せ記録簿  

Ｆ 業務計画書  

Ｇ 上記の電子データ（CD-R）  

④ 業務報告書の作成  

以下のＡ～Ｇについて、簡易製本として２部提出する。 

Ａ 景観計画書（本編） ※景観条例に基づく届出等の手引きを含む  

Ｂ アンケート結果報告書などの参考資料  

Ｃ 策定協議会で使用した協議会資料  

Ｄ 協議会の議事録  

Ｅ 打合せ議事録  

Ｆ 業務計画書  

Ｇ 上記の電子データ（CD-R） 

（５）打合せ協議  

本業務を円滑に進めるため、業務着手時、業務の主要な区切り及び業務完了時にお 

いて、打合せ協議を実施する。（5回程度）  

 

４ 成果品について  

本業務の成果品は以下のとおりとする。 

（１）令和６年度  

中間報告書      正副一部ずつ（電子データ含む） 

（２）令和７年度  

業務報告書      正副一部ずつ（電子データ含む） 

隠岐の島町景観計画  120部（電子データ含む） 

 

５ 不備箇所等の対応について  

本業務完了後において、成果品の内容に誤りや不備又は不良な箇所が発見されたときに

は、速やかに補足し、又は訂正しなければならないものとする。 

 



６ 準拠すべき法令、規格、図書等  

本業務は、以下に掲げる関係書類、法令規格等に準じて行うものとする。 

（１）景観法（平成 16年 6月 18日法律第 110号） 

（２）都市計画法（昭和 43年 6月 15日法律第 100号） 

（３）建築基準法（昭和 25年 5月 24日法律第 201号） 

（４）ふるさと島根の景観づくり条例（平成 3年 12月 20日施行） 

（５）景観法運用指針（平成 16年 12月、令和 4年 3月改正） 

（６）調査・計画内容に応じて関連するその他条例及び各種技術指針等 


